
新潟州構想検討委員会開催要綱 

 
（目的） 

第１条 新潟県及び新潟市が協働で推進する「新潟州構想」が地域主権を実現す

る選択肢となるよう同構想の具体化に向けた検討を行うため、新潟州構想検討

委員会（以下「検討委員会」という。）を開催する。 
 
（検討事項） 

第２条 検討委員会は、新潟州構想の意義や理念、新潟県と新潟市の現状と課題、

新潟州が目指す制度改正、その他新潟州構想の具体化に必要な事項について検

討する。 
 
（委員） 

第３条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。ただし、第１条の

目的を達成するため、必要に応じて委員を加えることができる。 
２ 委員の任期は、平成２４年度末までとする。 
 
（座長） 

第４条 検討委員会の座長は、委員の中から各委員の承認を得て充てる。 
２ 座長は検討委員会を代表するとともに、検討委員会の進行を務める。 
３ 座長が不在のときは、座長の指名する者がその職務を代行する。 
 
（会議） 

第５条 検討委員会の会議は、座長と協議の上、事務局が招集する。 
２ 会議は、原則公開とする。 
３ 会議は、座長の承諾を得て、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。 
 
（事務局） 

第６条 検討委員会の事務局は、新潟県知事政策局及び新潟市地域・魅力創造部

に置く。 
 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、

新潟県及び新潟市が協議して定める。 
 

 附 則 
（施行期日） 

 この要綱は、平成２３年７月９日から施行する。 
 

資料１ 



（別表） 

新潟州構想検討委員会 委員名簿 

 

氏 名     現 職 

北川 正恭  早稲田大学大学院公共経営研究科教授 

敦井 榮一  社団法人新潟県商工会議所連合会会頭 

中山 輝也  新潟経済同友会代表幹事 

下條 文武  新潟大学長 

田中 カツイ ライフコーディネーター 

田村  秀  新潟大学法学部副学部長 

内山 節夫  財団法人新潟経済社会リサーチセンター理事長 

渡辺 景子  社会福祉法人新潟いのちの電話後援会事務局長  

 

（敬称略・順不同）  

 


